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て

東
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昌

1
「
わ
が
国
最
初
の
統

一
的
鉱
業
法
典

」
と
い
わ
れ
る
日
本
坑
法

(
明
治
六
年

七
月
二
十
日
公
布
、
同
年
九
月

一
日
施
行
)
は
全
文
八
章
三
三
条
か
ら
な
る
が
、

鉱
業
人
と
地
表
権
利
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
僅
か
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
た

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
即
ち
、

第
五

試
掘
ヲ
作
サ
ン
ト
欲

ス
ル
者

ハ
鉱
山
寮

二
願
出
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
行

フ
ベ
シ

試
掘
ヲ
行
フ
為

二
必
要
ノ
地
面
他
人

二
属
セ
ハ
其
償
金
ヲ
対
談
処
分
ス
ヘ
シ

地
主

ニ
シ
テ
自
ラ
試
掘
ヲ
企

ル
者

ハ
衆

二
超
テ
許
可
ヲ
得

ヘ
キ
分
義
ア
リ
ト

ス然
レ
ト
モ
自
ラ
試
掘
ノ
資
本
無
ク
シ
テ
他
人
ノ
挙
ヲ
拒
ミ
或
ハ
不
当
ノ
償
金

ヲ
貧
ラ
バ
鉱
山
寮
或
ハ
地
方
官

二
テ
正
価
ヲ
裁
決
シ
テ
其
地
ヲ
買
上
ク
ベ
シ

第
二
十
二

凡
借
区
人

ハ
区
上

二
於
テ
蔵
庫
詰
所
作
事
場
洗
礦
所
鋳
鉱
所
通

路
等
其
他
坑
業

二
必
要
ナ
ル
地
面
ハ
地
主
タ
ル
者

二
予
メ
償
金
ヲ
弁
ス
可
シ

若
シ
異
論
決
セ
ズ
ン
ハ
鉱
山
寮
或

ハ
地
方
官
ニ
テ
正
価
ヲ
裁
決
シ
其
地
ヲ
買

取
ル
可

シ

か
か
る
簡
略
の
規
定
の
下
で
、

「
当
時
石
炭
借
区
許
否
ノ
如
何

ハ
、
坑
法
上
出

願
主
財
力
ノ
如
何

ヨ
リ
、
寧

ロ
村
承
諾

ノ
如
何

ニ
ヨ
リ
テ
決
定
セ
ラ
ル

・
モ
ノ

タ
ル
ヲ
以
、
坑
区
附
近
ノ
村
民

ハ
此
坑

法
ヲ
奇
貨
ト
シ
、
無
理
非
道
ノ
故
障
、

若

ク
バ
苦
情
ヲ
捏
造
シ
、
貧
婪

殆
ン
ド
飽
ク
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
」
と
い
わ
れ
る
如

く
、
坑
区
出
願
に
際
し
て
の
村
承
諾
、
地
主
承
諾

の
慣
行
に
基
い
て
、
地
主
の

地
位
が
鉱
業
人
の
そ
れ
よ
り
も
優
位
し
て
い
た
。
鉱
業
条
例

(
明
治
二
十
三
年

九
月
二
十
六
日
公
布
、
二
十
五
年
六
月

一
日
施
行
)
の
制
定
は
、

「
現
行
日
本

坑
法

二
於
テ

ハ
、
試
掘
及
採
掘
上
必
要
ナ
ル
土
地
ノ
使
用
二
関
ス
ル
規
定
充
分

ナ
ラ
サ
ル
カ
故

二
、
試
掘
人
又

ハ
鉱
業
人
ト
土
地
所
有
者
又
ハ
使
用
者
ト
ノ
間

二
屡

々
紛
議
ヲ
生

シ
、
鉱
業
ノ
障
害
少
ナ
カ
ラ
」
ざ
る
こ
と
を
理
由
の

一
つ
と

し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
鉱
業
人
と
地
表
権
利
者
の
関
係
は
逆
転
せ
し
め
ら

勿

れ
π
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
日
本
坑
法
下
に
お
け
る
土
地
使
用
の
実
態
は
明
ら
か

3

に
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
筑
豊
の
麻
生
鯰

田
炭
坑

(
明
治
十

八
年

一
月

一
日
開
坑
、
明
治
二
十
二
年
四
月
加
藤
敬
介
-
三
菱
社

譲
渡
吻
の
事

例
を
紹
介
し

(資
料
の
制
約
か
ら
不
明
な
点
が
多
い
が
)
、
か
つ
三
菱
社
の
筑

豊
進
出
に
よ
り
、
鉱
業
条
例
施
行
前
に
地
表
権
利
者
の
鉱
業
人
に
対
す
る
優
越

は
覆
え
さ
れ
て
い
π
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

註①

「
県
下
出
身
礦
業
家
六
傑
伝

麻
生
太
吉
君

其
三
」
(
『
福
陵
新
報

』

写
)

②

石
村
善
助
著

『
鉱
業
権
の
研
究
』
第

一
編
第
四
章
。

③

同
右

一
一
九
頁
。

④

麻
生
鯰

田
炭
坑
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず

『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
ノ
ー

ト
』
前
号
の

「
明
治
二
十
年
前
後
麻
生
鯰
田

炭
坑
の
棟
梁
に
関
す
る

一
考



察
」

参

照

。

2
麻
生
鯰

田
炭
坑
の
開
坑
と
採
掘
に
お
い
て
、
坑
主
麻
生
太
吉
が
地
主

・
村
方

D

に
差
入
れ
π
定
約

(約
定
)
を
整
理
す

る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
ま

ず
個
人

(
地
主
)
に
差
入
れ
ら
れ
た
定
約
か
ら
見
て
み
よ
う
。

個
人

(
地
主
)
と
の
場
合
、
備
考
欄

に
示
し
た
通
り
、
⑥

の
末
原
権
右
衛
門

に
対
す
る
場
合
を
除
い
て
す
べ
て

「
福
間
久
三
郎
　

字
山
ノ
谷
外

一
ケ
所
借
区

壱
万
七
干
六
百
三
十
坪
八
合
譲
受
候
処
、
前
借
区
主
福
間
久
三
郎
右
地
主

へ
対

シ
定
約
証
指
入
シ
ニ
付
・
奥
書
二
承
認
セ
シ
旨
記
載
シ
テ
納
印
セ
シ
」
も

の
で
あ

る
。定

約
内
容
に
お
い
て
は
、

「
田
地
水
難
」

「
天
水
」

「
田
地
損
害
」

「
耕
地

備
」
と
い
め
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
称

が
使
わ
れ
、
定
約
文
の
簡
略
の
こ
と
と

相
ま

っ
て
、
定
約

の
性
格

・
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
仲
々
困
難
で
あ
る
。

π
だ
、
⑥
末
原
権
右
衛
門
に
対
し
て
は

「
借
地
料
」
と
明
記
さ
れ
、
他
方
②
田

中
佐
介
に
対
す
る

「
天
水
」
、
或
い
は
③
福
間
新
右
衛
門
に
対
す
る

「
田
地
損

害
」
の
場
合
に
は
田
地
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
鉱

害
賠
償
を
約
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
個
人

(地
主
)
に

対
す
る
定
約
に
は
借
地
の
た
め
の
場
合
と
鉱
害
賠
償
を
約
し
た
場
合
が
あ

っ
π

と
思
わ
れ
る
。

右
の
場
合
、
即
ち
借
地
し
κ
場
合
、
或
い
は
鉱
害
を
与
え
た
場
合
、
斤
先
金

が
支
払
わ
れ
る
か
又
は
田
地
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
斤
先

金
は
⑤
阿
部
惣
次
郎
に
対
す
る

一
万
斤
当
り
九
厘
か
ら
⑦
谷
林
右
衛
門
に
対
す

る

一
四
銭
ま
で
高
下
が
あ
る
が
、
そ
の
算
定
規
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

前
述
し
た
如
く
定
約
書
が
簡
略
な
た
め
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
⑥
末
原
権
右
衛

門
と
の
場
合
に
は
ど
の
程
度
の
土
地
を
借
地
し
た
の
か
を
示
す
資
料
が
存
在
す

る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

「
嘉
麻
郡
鯰

田
村
五
百
八
拾
壱
番
地

字
山
ノ
谷

一
、
芝
地
反
別
弐
反
歩

此
地
価
金
三
拾
銭

同
郡
同
村
五
百
八
拾
弐
番
地

字
山
ノ
谷

一
、
畑
三
畝
九
歩

此
地
価
弐
円
七
拾
三
銭
七
厘

同
郡
同
村
五
百
七
十
七
番
地

字
山
ノ
谷

一
、
芝
地
反
別
壱
反
五
畝
歩

此
地
価
金
弐
拾
弐
銭
五
厘

」

右
に
付
、

「
借
区
終
業

二
至
ル
迄
拙
者
借
地
致
耶
条
、
建
木
竹
ハ
無
論
惣
而
拙

者
自
儘

二
仕
用
致
候
、
依
之
右
両
借
区

ヨ
リ
採
出
候
石
炭
ハ
無
論
、
増
借
区
二

至
ル
迄
、
右
地
所
之
坑

ロ
ヨ
リ
採
出
協
石
炭
地
料
ト

シ
、
石
炭
壱
万
斤

二
付
、

5

金
壱
銭
弐
厘
五
毛
充
」
相
渡
さ
れ

π
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
右
の
地
補
金

(借
地
料

・
田
地
損
害
料
)
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
支

払
わ
れ
て
い
た
の
か
を

「
鯰
田
坑
山
名
寄
帳
」
に
よ
っ
て
窺

っ
て
み
π
い
。
表

2
は
祝
藤
次
郎
の
場
合
を
例
示
的
に
取
り
上
げ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
祝

藤
次
郎
の
場
合
、
表
-
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
定
約
書
で
は

一
万
斤
に
つ
き
三
銭

宛
、
年
四
期
に
区
分
し
て
相
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
履
行
状
況

を
表
2
に
み
る
と
、
三
銭
宛
の
計
算
は
定
約
通
り
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、
支
払

期
日
は
か
な
り
弾
力
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
坑
主
側
の

事
情
も
あ

っ
π
か
と
思
わ
れ
る
が
、
地
主
側
の
事
情
も
あ

っ
π
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
、

「
名
寄
帳
」
祝
藤
次
郎
の
項
目
の
最
後
に

「
他
二
惣
次
郎

(阿
部
)

廻
ル
分
有
」
と
貼
紙
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
表
2
備
考
欄
か
ら
も
窺
わ
れ
る
如

く
、
地
表
権
利
者
間

の
貸
借
が
地
補
金
に
よ

っ
て
精
算
さ
れ
て
い
π
こ
と
、
ま

た
明
治
二
十
年
三
月
十
六
日
付
の
谷
林
右
衛
門
の
麻
生
太
吉
宛
約
定
書
に
「
(前



表1 麻生太吉 と地表権利者の定約

年 月 日

① 明17・10・28

②17.10.28

③17.10.28

④17.10.28

⑤181・25

⑥18・4・27

⑦20,2,28

⑧1710.28

⑨18.7.16

⑩2日0.20

相 手 方

田 中 作次郎

金 政 長次郎

出 中 佐 介

福間 新右衛門

祝 藤 次 郎

阿 部 惣次郎

末原 権右衛門

谷 林右衛門

嘉麻郡鯰田村人

民惣代地主惣代
田中新七外4名

嘉麻郡佐与村人
民惣代地主惣代

白土新五郎外8
名

嘉麻郡鯰田村人

民惣代地主惣代
末原権右衛門外
2名

定 約 内 容 備 考

《田地水難〉 の場合定免 に て引

受。
・〈作 付不能〉 の場合 田地替・

《天 水》 の場合 田地 替、

く耕 地備 》 として出炭1万 斤に

付1銭5厘 相備 へ相渡す。

《田地損 害》 の場合、 田地交換

《田地 損害》且 く借用》 のた め

出炭1万 斤 に付3銭 相備へ 、年
4期4月30日 ・7月30日 ・

10月30日 ・12月30日 相

渡 す。

《耕 地備〉 として出炭1万 斤 に

付9厘 、年2期7月50日 、12

月50日 相渡 す。

《借地料》 として石 炭1万 斤 に

付1銭2厘5毛 宛、年2期6月
15日 、1.2月15日 相 渡 す

採出石 炭1万 斤 に付44銭 宛

年4期3月30日 、6月30日 、
9月30日 、12月30日 渡 す。

但、川 端積入場 野取 帳斤数 前に

て。

定約 金 として150円

く耕地補金 〉 として採 出石炭3/4

は1万 斤tc付55銭 、1/4は17

銭5厘 宛年2期6月50日 、12

月50日 相 渡す。

但、竪坑着 手着炭5年 目よ り年
4期5月50日 、6月50日 、

9月50日 、12月50日 相渡

す。

〈地補 金〉 〈村補 金〉 として石

炭大塊1万 斤に付20銭 宛、粉

炭1万 斤に付6銭6厘 宛 年12

期翌月5日 渡す。

《耕地 補金〉 と して明治17年
10月28日 付 定約証の通 り。

福間久三郎より借区譲受
によ り引継

同 上

同 上

同 上

同 上

左は明治16年12月

福間久三郎と谷林右衛門

阿部市兵衛間の出炭1万
斤に付く耕地備》 として
10銭 相備へ年4期 に相

渡約定を改定したものか

鯰田村 字池田外7ケ 所5

万1,212坪8合 、同村

字山 ノ谷外1ケ 所、1万
7・630坪8合 借 区につ

き

佐与村字奥ノ谷外4ケ 所
6万5千 余坪借区につき

鯰田村 地内借区増坪 につ

き。

明22.5。28　360円

に て片 付 け。

明22・5・29加 藤敬介 宛借
区譲渡 につ き一時 金200

円にて片付 け

明22.4.82,000円 にて

麻生太 吉へ譲渡

(明22.5,30阿 部市兵

衛は1万 斤 に付 き5銭 宛

地 補金 を受取 る権 利 を

500円(増 金50円 、計

550円)に て麻 生太 吉
へ 譲渡)

加藤敬介宛借区譲渡につ
き譲受人に引継

同 上

同 上

「佐 与人 民二関スル事蹟留 」 「鯰田 人民二関ス ル事蹟留」 「末原権右衛 門へ関 スル書 類袋(確 証)」

「福間 ・谷 ノ両氏二係 ル権利譲 受渡二関 スル書 類入(証,」 「祝藤次郎 ・阿 部市兵衛 ・末原権右衛 門 ・阿部惣次郎氏 二

関 スル書類入 」 よ り作成。



表2祝 藤 次郎にかか る地補 金の支払実態

支 払 額

年 度

明治

18

19

20

21

22

金 額

円 銭 厘

5162

14458

61617

96887

18691

石 炭 積 入 高

1,750,800

斤

4,819,475

20,538,900

32,295,500

6,230,250

支 払 内 訳

年 月 日

明治

19.1.1

20.1.13

20.6.29

20.8.2ろ

21.2.11

21.5.7

21.8.19

21.10.17

22.1.50

金 額

円 銭 厘

5162

18

10

20

3 0

1290

20

54

42

備 考

直渡

差引3円54銭2厘 渡過

八右衛門渡

同人惇渡

惣次郎分共渡

差 引1円61銭7厘 渡 不足

渡

市兵衛

渡

重吉渡

50円 渡 内

差引12円1銭3厘 渡 過

明治18年 よ り21年 迄

渡 過 計

渡不足計

差引渡過

合計差引

15円55銭5厘

1円61銭7厘

15円95銭8厘

4円75銭3厘

渡不足

「明治 廿一 年 六月 改鯰田 坑 名 寄 帳」 よ り作 成。

四 明治19年 は8月 よ り12月 まで石 炭 積 入 高、 明治22年 は1月 よ り4月8日 ま で・他 は1月 よ り12月 まで ・



略

)
鯰
田

坑

山

ヨ
リ

出
炭

壱

万

斤

二
付

、
金

拾

四

銭

宛

御

渡

相

成
　

内

、

追

々

拝

借

ノ
御

相

談

申

上

ケ

タ

ル
事

モ
硫

得

共

、

右

ハ
信

義

上

二
関

ス

ル
儀

二
付

、

巳

後

決

テ

拝

借
亦

ノ
御

相

談

不
仕

候

(
後

略

)
　

」

と

あ

る

よ

う

に
・

地

表
権

利

者

が

坑

主

に

対

し

屡

々
金

銭

の

拝
借

を

申

し

入

れ

た

こ
と

等

で

あ

る
。

か

か

る
事

情

の
下

で

、

地

補

金

は

年

度

毎

に
も

精

算

さ

れ
ず

、

若

干

の
過

不

足

を

繰
越

し

な

が

ら

、
鯰

田
炭

坑

の

譲

渡

に
よ

っ
て
始

め

て

こ
れ

が

最

終

的

に

精

算

さ

れ

た
の

で
あ

る
。

右

の

個

人

(
地

主

)

の
権

利

は

、

明

治

二
十

二
年

四
月
鯰
田

炭

坑

が
麻

生

太

吉

よ
り

加

藤

敬

介

-

三

菱

社

に

譲
渡

さ

れ

る

に
際

し

、

す

べ

て

「
一
時

金

ニ
テ

相

万
付

」

ら

れ

た

の

で
あ

る

。

お

そ

ら

く

こ

の

一
時

金

に

よ

っ
て
土

地

が

一
旦

麻

生

太

吉

に

譲

渡

さ

れ

、

そ

の

ま

ま

加

藤

敬

介

に

「
引

譲
」

ら

れ

た

の

で
あ

ろ

う

。

こ

の

一
時
金

の
算

定

規

準

も

資
料

か

ら

窺

う

こ

と

は

で

き

な

い
が

、

約

一

億

斤

当

り

の

地

補

金

に
相

当

し

て

い
る

よ

う

で
あ

る

。

ゆ

註ω

但
し
、
表
1
は
地
表
権
利
者
と
の
定
約
の
全
て
を
包
含
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
例
え
ば
鯰
田

村
人
民

に
対
し
て
は

「
鯰
田
村
字
池
田
外
七
ケ

所
借
区
上
線
ナ
ル
午
禾
申
酉
戌
ノ
方

二
当
リ
石
炭
含
有
セ
シ
浅
敷
所

ハ
、

耕
地
ノ
下

二
限
リ
該
上
線

ヨ
リ
カ
タ
ハ
借
区
願
増
出
願
不
仕
候
」

(明
治

十
七
年
十
月
廿
八
日
付
定
約
証

「
鯖
田
人
民

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
)
、
「韓

田
村
字
五
百
八
十
番
地
字
池
田
秣

場
弐
町
四
反
壱
畝
歩
永
代
買
取
申
掩
、

然
ル
ニ
借
区
坑
業

ノ
防
ケ
ニ
不
相

成
様
秣
場
伐
聖

又
ハ
秣
場
ノ
生
セ
シ

処

二
牛
馬
ヲ
御
繋
キ

ニ
相
成
候

ハ
承
諾
致
降
」

(明
治
卜
八
年
四
月
九
日

付
確
証

「
同
右
」
)
と
か
、
佐
与
村

人
民
に
対
し
て
は

「
嘉
麻
郡
佐
与
村

地
内
字
大
師
溜
池
、
今
般
借
区
出
願

二
付
、
借
区
内

二
相
成
居

ル
モ
、
右

溜
池
ノ
下

ハ
無
論
、
東
西
南
北
周
囲
拾
間

ヲ
離
レ
石
炭
採
掘
仕
片
」

(明

治
十
八
年
七
月
十
六
日
付
受
書

「
佐
与
人
民

二
関

ス
ル
事
蹟
留
」
)
の
ご

と
き
定
約
が
若
干
あ
る
が
、
表
に
は
省
略
し
た
。

※

な
お
資
料
は
す
べ
て
麻
生
家
文
書
で
あ
る
。

②

「
鯰
田
人
民

二
関

ス
ル
事
蹟
留
」

⑥

一
例
を
示
す
と
、

「

約
定
書

拙
者
儀
、
字
池
田
借
区
出
願
二
付
、
貴
殿
所
有
之
田
地
幾
分
之
損
害
且
借

用

ス
ル
ヲ
以
、
右
開
業
中
幾
年
借
用
候
共
、
出
炭
正
斤
壱
万
斤
二
付
、
金

三
銭
相
備
、
年
四
期

二
区
分

シ
、
則
四
月
七
月
十
月
十
二
月
各
三
十
日
限

速

二
相
渡
可
申
候
、
就
キ
テ
ハ
右
田
地
開
業
中
拙
者
適
宜

二
御
任
被
下
候
、

為
後
日
異
状
無
之
タ

メ
、
依
而

一
書
指
入
置
　
也

但
、
備
金
其
時
々
出
来
不
仕
節
ハ
、
坑
主
立
会
出
炭
直
立
之
上
、
受
取

二
相
成
候
テ
モ
不
苦
候
、

借
区
主

福
間
久
三
郎

明
治
十
六
年

二
月

祝
藤
次
郎
殿

右

ハ
字
山

ノ
谷
外

一
ケ
所
借
区
壱
万
七
千
六
百
三
拾
坪
八
合
借
区
譲
受

二

付
、
石
炭
採
出
セ
シ
時

ハ
前
定
約
履
行
可
致
候
事

譲
受
坑
主

麻
生
太
吉

明
治
十
七
年
十
月
廿
八
日

(
「
鯰
田
人
民
二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
)

④

「
確
証
」

(
「
末
原
権
右
衛
門
へ
関
ス
ル
書
類
袋
」
)

⑤

明
治
二
十
年
三
月
十
六
日

「
約
定
書
」

(
「
福
間
・
谷
ノ
両
氏

二
係

ル
権

利
譲
受
渡

二
関
ス
ル
書
類
入
」
)

⑧

谷
林
右
衛
門
の
場
合
は
坑
主
申
合
に
よ
り
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
が
あ
る
。

卜↓



.5
日
本
坑
法
下
に
お
い
て
は
、
炭
坑
の
試
掘
開
坑

に
際
し
て
村
承
諾

の
慣
行
が

存
在
し
、
村
承
諾
を
得
る
こ
と
が
相
当
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
麻

生
鯰
田

炭
坑
の
開
坑
に
際
し
て
も
、
史
料
に
よ
る
と
若
干
の
紛
糾
が
あ

っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

麻
生
太
吉
等
に
よ
る
鯰
田
村
字
山
ノ
谷
外
七
ケ
所
合
計
三
万
九
百
六
拾
八
坪

六
合
三
勺
の
借
区
開
坑
願
に
対
し
、
明
治
十
七
年
八
月
十
九
日
同
村
有
光
孫
右

衛
門

・
阿
部
伴
右
衛
門
外

一
七
人
よ
り
郡
長
宛
に
次
の
如
き

「
奉
願
」
つ
が
な

さ
れ
π
。

「
居
村
平
民
福
間
嘉

一
郎

・
白
土
茂
三
郎
及
び
当
郡
立
岩
村
平
民
麻
生
太
吉
ナ

ル
三
名

ニ
テ
、
当
村
字
池
田
外
七
ケ
所
耕
地
下
土
中

二
於
テ
石
炭
礦
有
之
哉
之

趣
ニ
テ
、
借
区
開
坑
出
願
致
度
ト
テ
、
耕
地
持
主
タ
ル
私
共

へ
一
応
談
判
ア
リ

タ
ル
モ
、
承
引
シ
ヵ
タ
ク
ニ
付
相
断
タ

ル
ニ
、
今
般
其
儘

ニ
テ
出
願

ア
リ
シ
趣

二
付
、
如
何

ナ
ル
手
続

ニ
テ
出
願
セ
シ
ヤ
追
々
実
際
取
調
候
処
、
原
ト
福
問
嘉

一
郎

ニ
ハ
旧
戸
長
福
間
久
三
郎

ノ
実
弟

ニ
テ
、
福
間
久
三
郎
力
出
願
主

ナ
レ
氏

口
印
ナ
ス
ニ
不
都
合
ヲ
生
ル
故
、
実
弟

ノ
名

ヲ
顕
シ
タ
ル
モ
、
同
人
力
開
坑

ス

ル
ニ
ア
ラ
ス
、
亦
タ
村
中
人
民
総
代
ト

シ
テ
承
諾
印
ナ
シ
タ
ル
谷
林
右
衛
門
ハ

久
三
郎

ノ
妹
智
ナ
リ
、
阿
部
八
右
衛
門

ハ
久
三
郎

ノ
妹
智
ノ
舅
ナ
レ
ハ
、
何
レ

も
則
親
属
ノ
者
共

二
テ
、
居
村
耕
地
持

二
於
テ
承
諾
セ
シ
義

二
無
之
、
全
ク
同

人
共
申
合
、
人
民
ヲ
出
シ
ヌ
キ

ニ
ナ
ス
モ
ノ
共

二
有
之
、
然
レ
托
私
共

ハ
人
民

中

ノ
総
代

ト
シ
テ
出
願

ス
ル
ニ
ァ
ラ
サ
レ
臣
、
右
借
区
御
許
可
相
成
時
ハ
、
私

共

ハ
田
地
持
主
ニ
シ
テ
数
十
町
歩

ノ
耕
地

二
妨
害
ヲ
ナ
シ
、
大
ナ
ル
難
渋

ヲ
醸

候

二
付
、
田
地
持
主
タ
ル
私
共

ノ
承
諾

出
来
セ
サ
ル
以
上

ハ
、
其
筋

へ
右
願
書

御
進
達
相
成

ラ
サ
ル
様
、
此
段
伏
テ
奉
歎
願
候
也
」
と
。
ま
た
同
日
付
で
郡
長

宛
に
同
村
阿
部
平
五
郎
外
八
名
は
、

「
当
村
福
間
嘉

一
郎

・
白
土
茂
三
郎
外
壱

名

ヨ
リ
石
炭
借
区
開
坑
出
願

二
付
、
田
地
持
主

へ
一
応
談
判
ア
リ
タ
ル
末

:
:

則
承
諾
印
セ
シ
モ
、
該
紙
タ
ル
ヤ
前
文
記
載
ナ
ク
、
唯
白
罫
紙
ナ
リ
シ
カ
罠
、

一
向
気
付
カ
ス
シ
テ
押
印
致
置
捧
処
、
今
般
該
押
印

ア
ル
罫
紙
ヲ
他

ノ
承
諾
書
又

委
任
状
付
ノ
出
願
シ
タ
ル
趣
承
芝

と
い
う
理
由
に
よ
る
承
諾
印

「
御
取
消
願
」勿

が
提
出

し
て

い
る
。

も

っ
と
も
阿
部
平
五
郎
外
八
人
の
姓
名
は
す
べ
て
前
記

有
光
孫
右
衛
門
外
十
八
人
の
姓
名
と
重
複
し
て
い
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
明
治
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
麻
生
太
吉
は
借
区
人
を
代

表
し
て
郡
長
宛
に
次
の
如
き

「借
区
承
諾
之
儀

二
付
御
説
諭
願
」

5
を
出
し
て

い
る
。
若
干
長
く
な
る
が
、
右
の
不
承
諾
者
の
理
由
に
関
連
す
る
の
で
紹
介
し

た
い
。

「嘉
麻
郡
鯰
田
村
池
田
外
七
ケ
所
借
区
三
万
三
千
七
百
六
拾
弐
坪
四
合
、
右

ハ

上
等
石
炭
含
有
セ
シ
場
所

二
付
、
近
年
村
方

へ
借
区
出
願
之
義
、
屡
示
談
致
　

処
、
本
年
五
月
廿
三
日

一
村
中
人
民
該
借
区
開
坑

ノ
示
談
会
ヲ
開
キ

(
中
略
)

示
談
相
整
、
借
区
出
願
之
儀
承
諾
致
　

二
付
、
右
願
書
共
二
絵
図
面
沐
相
整
シ
出

願

二
際
シ
タ
ル
処
、
同
村
阿
部
伴
右
衛
門
ト
申
者
ア
リ
、
同
人

ハ
石
炭
坑
業
者

ニ
シ
テ
、
同
人
親
族
或

ハ
親
友
又

ハ
同
業
者
と
相
謀
テ
、
九
名
ノ
名
義
ヲ
以
右

借
区
出
願

ヲ
相
拒
ミ
、
耕
地
補
金
石
炭
壱
万
斤

二
付
、
金
四
拾
銭
ヲ
増
加
シ
、

合
テ
金
六
拾
七
銭
補
金
ヲ
相
与

へ
　

ハ
・
承
諾
可
致
杯
と
、
不
法

モ
実

二
無
謂

苦
情
ヲ
申
立
候
条
、
既

二
其
際
御
説
諭
可
奉
願
之
処
、
同
村
祝
藤
次
郎

・
末
原

権
右
衛
門
等
　

懇

二
示
談
二
及
、
採
出
石
炭
壱
万
斤

二
付
、
金
三
拾
五
銭
耕
地

補
金

二
相
渡
候
処

二
相
決
シ
、
既
二
村
方
と
定
約
取
換
ス
ニ
際
シ
タ
ル

ニ
、
又

　
借
区
地
所
之
苦
情
申
立
、
到
底
村
中
惣
代
ノ
承
諾
不
能

二
付
、
別
紙
借
区
出

願
仕
怖
、
此
場
所
ハ
村
中
弐
百
戸
以
上

ノ
村
柄
ナ
ル
ニ
、
相
拒
ミ
タ
ル
ハ
前
述

ノ
九
名

ニ
シ
テ
、
他

二
防
害
ホ
ノ
患
モ
ナ
ク
、
全
ク
同
稼
者

・
私
意
ヲ
以
テ
不

法
ノ
苦
情
申
立
　
条
、
乍
恐
本
人
等
御
呼
出
之
上
、
御
説
諭
被
下
度
、
則
左

二

人
名
上
伸
仕
、
此
段
奉
願
候
也
」

右
に
よ
る
と
、
借
区
地
で
あ
る
鯰
田

村
の
同
業
者

(石
炭
坑
業
者
)
で
あ

っ



た
阿
部
伴
右
衛
門
が
親
族
、
友
人
を
語
ら
い
麻
生
太
吉
等
の
出
願
に
反
対
し
た

よ
う
で
あ
ろ
。
即
ち
麻
生
鯰
田

炭
坑
の
村
承
諾
が
困
難
で
あ

っ
た
理
由
は
石
炭

坑
業
者
間
の
競
合
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。4

か
か
る
経
緯
の
下
に
鯰
田
村
人
民
惣

代
地

主
惣
代

に
対
し
て
は
、
全
六
条

か
ら
な
る
定
約
証
が
差
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が

(
鯰
田
村
か
ら
は
五
条
よ
り

な
る

「受
書
」
)
、
定
約
証
中
に
い
わ
れ
る
耕
地
補
金

(
「
鯖
田
坑
山
名
寄
帳
」

で
は

「村
益
」
)
は
、
開
坑

・
採
掘
に
対
す
る

「
承
諾
料
」
的
性
格
の
強
い
も

の

で

あ

っ
た

・

そ

れ

は

「
定

約

証

」P

お

い

て

「
坑

業

二
関

ス

ル
需

用

ノ
地

所

渾
而
地
券
面
代
価
ヲ
以
買
上

ケ
…
…
」

(第
壱
条
)
、
或
は

「
借
区
内
ノ
耕
地

坑
業
中
、
若
埋
没
セ
シ
時

ハ
、
其

ノ
地
所
地
券
面
代
価
ヲ
以
其
ノ
埋
没
セ
シ
坪

数
買
上
可
申
候
…
…
」

(第
三
条
)
と
あ
る
如
く
、
使
用
地
の
買
上
げ
や
鉱
害

賠
償
条
項
が
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
地
補
金

(村
益
)
を
補
足
す

の

る
も
の
と
し
て
定
約
金
や
村
救
金
が
支

払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

鯰
田
村
に
対
す
る
地
補
金

は
表
3
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
支
払
方
法

に
つ
い
て
は
、
既
に
祝
藤
次
郎
の
場
合

で
例
示
し
た
如
く
、
必
ず
し
も
定
約
証

に
忠
実
に
は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
・η

と
こ
ろ
で
、

こ
の
地
補
金
が
村
内
で
ど
の
よ
う
に
費
消

・
分
配
さ
れ
た
か
は

明
ら
か
で
な
い
。

た
だ
佐
与
村
に
関
す

る
次
の
資
料
は
そ
の
一
端
に

つ
い
て
推

測
す
る
手
掛
り
を
与
え
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
鮪
田
炭
坑
の
増
借
区
に

際
し
、
麻
生
太
吉
が
佐
与
村
と
の
間
で
定
約
を
取
換
す

(
表
-
)
に
先
立
ち
、

明
治
十
八
年
七
月
九
日

「
村
補

・
地
補
金
」
と
し
て
五
〇
円
前
入
し
、

「右
金

小
前
人
江
配
付
帳
写
、
御
役
場
へ
御
備

二
相
成
居
吟
趣
奉
承
候
条
、
御
写
乍
恐

縮
御
下
付
被
為
下
度
」
願
出
た
の
に
対
し
下
付
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

「字
奥
ノ
谷
炭
坑

二
付
、
麻
生

・
帆
足

8
両
銘

ヨ
リ
請
取
金
仕
約
目
録
、
如
左

一
金
、
百
五
拾
円
也

表3鯰 田 村 益

1万 斤当 り金額石 炭積入高額金年度

銭 厘 毛

3062

306

306

306

306

斤

1,730,800

4,819,475

20,538,900

31,295500※

14,958,100

円 銭 厘

535

147476

628492

957642

457718

明18

19

20

21

22

「明治廿 一年 六 月改鯰 田 坑 名寄 帳 」 よ り作成 。

注)表2注 参 照。 但 し明治22年 は1月 よ り6月 まで石 炭 積入 高。

注)明 治21年 の石 炭積 入 高 は100万 斤 少 な く計 算 され て い る。

 

内

訳
八
円
也

村
方
協
義
達
之
諸
入
費
仕
払
分

六
円
也

直
方
香
月
並

二
他
行
之
節
入
切
、
清
四
郎
外
四
人
渡
分

拾
九
円
六
拾
三
銭
五
厘

地
方
税
戸
割
役
場
納

百
拾
円
也

西
東
戸
数
割

〆
金
百
四
拾
三
円
六
十
三
銭
五
厘

残
テ
金
六
円
三
拾
弐
銭
五
厘

現
有

是

ハ
当
時
村
用
掛
預

ル
分



右
之
通
村
方
協
義
之
上
賦
課
仕
捧
也

佐
与
村
々
用
幽

白

土

新
五
郎
　

明
治
十
八
年
八
月
十
四
日

勢
田
村
外
三
ケ
村

戸
長

白

土

正

尚

殿

の
」

続

け

て
、

内

訳

中

の

「
西

東

戸

数

割

」

に

つ

い

て
金

一
円

宛

均

等

配

分

さ

れ

た

一

一
〇

名

の
姓

名

が

連

記

さ

れ

て

い
る
。

地

補

金

は
金

額

が

単

に

一
村

の

共

同

収

入

と

な

さ

れ

た

り
、

或

は

地

主

だ

け

に
支

払

わ

れ

た

も

の
で

は

な

く

、

高

下

は

あ

っ
た

に

せ

よ
小

作

人

に
至

る
ま

で

直

接

分

配

さ

れ

て

い
た

の
で

あ

る
。

註

①

「
鯰
田
坑
山
諸
願
諸
伺
諸
上
伸
書
類
留
」

⑨

同
右

③

同
右

④

「
本
年

ノ
如
ク
稲
作

ハ
不
毛
上

ニ
テ
村
民
ノ
疲
弊

ハ
言

ヘ
カ
ラ
ス
、

目
下
礦
山
開
業
・亦
無
之

シ
テ

ハ
稼
業
ノ
手
段
無
之
」

(祝
藤
次
郎

明
治
十
七
年
十
月
二
十
八
日

「
石
炭
借
区
出
願
二
付
具
申
書
」
同

右
)
状
況
の
下
で
は
、
単
に
地
補
金
の
増
額
が
目
的
で
あ

っ
た
か
と

も
思
え
る
が
、
反
対
者
が
極

め
て
少
数
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

な
お
、
石
村
善
助
教
授
は
日
本
坑
法
下
に
お
い
て
地
主
の
地
位
が

鉱
業
人
の
そ
れ
に
優
越
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
鉱
業
人
が
社
会
生
活
上
卑
賎
の
身
分
と
さ
げ
す
ま
れ
て
い
た
こ

と

鉱
業
に
由
来
す
る
被
害

(鉱
毒
)
の
発
生
を
お
そ
れ
鉱
業
そ
の

も

の
に
好
意
的
で
な
か

っ
た

こ
と
の
二
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(石

村
善
助
著

『
鉱
業
権
の
研
究

』
一
四
三
頁
)
。
ま
た
浅
井
淳
氏
も
石

炭
礦
業
に
お
い
て
坑
主
が
賎
視
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
地
主
承
諾

が
困
難
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る

(浅
井
淳
著

『
日
本
石
炭
読
本
』
三

二
七
頁
)
が
、
坑
主
賎
視
は
疑

問
で
あ
る
。
勿
論
麻
生
鯰

田
炭
坑

の
事

例
は
特
殊
で
あ
ろ
う
が
、
幕
末
期
に
遡

っ
た
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑤

「
鯰
田
人
民

二
関

ス
ル
事
蹟
留
」

⑧

祝
藤
次
郎

「
石
炭
借
区
出
願

二
付
具
申
書
」
(
「
鯰
田
坑
山
諸
願
諸

伺
諸
上
伸
書
類
留
」
)

①

「
鯰
田
坑
名
寄
帳
」

⑧

帆
足
義
方
、
服
部
鉦
太
郎
名
儀
服
部
炭
坑
採
掘
者
。

⑨

「
佐
与
人
民

二
関

ス
ル
事
蹟
留
」

4
か
か
る
地
補
金

(村
益
)
は
鮪
田
炭
坑
の
売
却
に
お
い
て
紛
糾
を
生
じ
た
。

つ

借
区
名
儀
は

一
旦
加
藤
敬
介
に
九
万
五
千
円
で
譲
渡
さ
れ
、
直
ち
に
三
菱
社

へ

譲
渡
さ
れ
た
。

加
藤
敬
介
へ
の
譲
渡
に
際
し
、
麻
生
太
吉
は
村
方
に
対
し

「
今
般
拙
者
所
有

ノ

定
約

ノ
項

ハ

礦
山
加
藤
敬
介
氏

へ
譲
渡
介
、
然
ル
ニ
是
迄
御
村
方
江
対

ス
ル
村
補
金

譲

受
人
江
継

続

ノ
儀
定

約
致

置

眺
処
保
証

致

捧
也
」
と
保
証
し
た
。
事
実

加
藤
敬
介
と
の
契
約
書
中
に
は
第
六
条

に
お
い
て

「
地
補
金

・
村
補
金
、
従
来

の

麻
生
太
吉
定
約

二
拘

ハ
ル
関
係

ハ
加
藤
敬
介

二
於
テ
負
担

ス
ル
事
」
と
い
う
条

項
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
右

の
条
項
を
三
菱
社
は
加
藤
敬
介
よ
り
引
継
が
な
か

っ
た
。
そ
の

た
め
村
方
-
麻
生
太
吉
-
加
藤
敬
介

・
大
木
良
直

(三
菱
社
新
入
炭
坑
長
)
間

で
度
重
な
る
交
渉
が
行
わ
れ
る
中
で
、
麻
生
太
吉

は

「
(
前
略
)
佐
与
村
補
金

ノ
一
件
、
今
般
兼
而
不
毛
借
区

ノ
件

二
付
、
種

々
御
面
倒
ノ
件
モ
有
之
吟
処
、

御
社

二
譲
受

二
相
成
件
趣

二
付
、
村
補

ノ
一
件

モ
是
亦
相
片
付
度
、
貴
台
ノ
御

返
事
如
何
ト
日
々
相
迫
リ
申
　
条
、
大
木
氏

二
御
照
合
被
下
御
片
付
願
候
、
先

般
来

一
ケ
年
百
円

卜

一
時
金
三
百
円
位

ハ
御
考
可
相
成
　

様
、
村
長
等
と
御
協

義

ニ
モ
相
成
居
　

由

二
御
座
　
条
、
今
少

シ
御
増
金

二
相
成
、
御
片
付
被
下
様



奉
願
候
、
口
ロ

ハ
此
件

二
付

ハ
一
存
御
照
合

ハ
不
仕
　

へ
共
、
村
民
　
私

へ
相

迫
リ
、
事

ハ
筆
紙

二
難
尽
、
御
社

ノ
事

故
是
迄
辛
抱
仕
居
玲

へ
共
、
余
リ
面
倒

①

之
事

二
御
座
　
条
、
事
定
御
汲
取
、
金

に
而
御
片
付
之
程
伏
而
奉
希
望
也
L
と

自
ら
仲
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
野
見
山

米
吉

(麻
生
太
吉
妹
聲
、
元
鮭
田
炭
坑

事
務
長
)

の
名
を
借
り
て
さ
え
も
交
渉

に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
三
菱
社
は
大
木
良
直
を

し
て

「
過
般
東
京
表

ヘ
モ
書
通
致
置
　

処
、
今

二
何
等
之
返
事
無
之
候
間
、
尚

ホ
問
合
致
可
申
候
得
共
、
貴
所

ヨ
リ
モ

励

、

直
接
東
京
表
へ
御
談
判
被
及
度
」
と
麻
生
太
吉

に
答
え
せ
し
め
た
ご
と
く

そ

の
責
を
負
わ
ず
、
加
藤
敬
介
に

一
切
を

引
受
け
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
加

藤
敬
介
は
ま
た
麻
生
太
吉

の
度
重
な
る
要
請
に
対
し

「
(前
略
)
小
生
事
、
昨

年
冬
頃

ヨ
リ
御
地

へ
参
度
心
算
罷
在
捧
、
御
承
知
之
鉱
法
改
正
ノ
タ
メ
出
願
等

多
数
有
之
、
右

ノ
タ
メ

一
日
モ
手
抜

兼
候

二
付
、
模
早
略
方
付

捧
間
、
多
分
来

月
中
頃

ニ
ハ
参
度
存
庫
、
予
而
御
申
遣

之
佐
与
村
補
金
之
義

ハ
、
到
底
小
生
下

行
仕
捧
上

二
而
取
極
メ
申
度
、
村
民
等

貴
下

二
相
迫
リ
か
配
決
而
御
心
配
御
無

用
ト
存
庫
、
出
訴
仕
ル
共
必
ス
功
力
ハ
無
之
モ
ノ
ニ
御
座
体
、

ロハタ
徳
義
上
補

金
ヲ
遣

ス
ト
云
フ
丈
ケ
の
事

二
有
之
捧
、
多
分
鉱
山
局
長

二
も
来
月
中
頃
九
州

巡
廻
可
仕
予
定

二
有
之
渉
間
、
其
節

ハ
小
生
全
行
仕
ル
上
、
村
民

へ
談
事
仕
、

(
マ
3

方
付
申
度
存
介
間
、
其
含

二
て
村
民
等

ニ
ハ
不
日
加
藤
ノ
来
ル
ヲ
待
テ
置
分
ス

ベ
シ
ト
御
答
置
可
然
様
豪

、

(後
略

)
殉
と
答
え
、
契
約
を
無
視
し
、
単
に

村
方
と
の

「
徳
義
上
」
の
問
題
と
し
て
処
理
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
佐
与
村

に
関
し
て
は
、
明

治
二
十
四
年
五
月
七
日

一
時
金
僅
か
三

百
円
、
鯰
田

村

に
関
し
て
は
、
実
に
明
治
二
十
七
年
十
二
月
九
日

一
時
金
僅
か

刀

四
百
円
で
片
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

註

①

「
明
治
五
年
大
阪
府
巡
査
を
拝
命
、
開
成
学
校
採
鉱
冶
金
助
手
、
地

質
部
助
手
、
教
育
博
物
館
地
質

局
臨
時
建
築
局
技
師
、
工
部
大
学
校
助

教
授
を
歴
任
、
尋

で
三
菱
会
社
鉱
山
部
に
入
り
、
手
腕
を
認
め
ら
れ
揖

九
年
拓
殖
務
省
創
設
の
際
鉱
山
主
務
と
為
り
…
豪
傑
技
師
の
名
を
博
」

す

(大
植
四
郎

『
明
治
過
去
帳

』
一
二
五
二
頁
)。
三
菱
入
社
は
明
治
二

十

一
年
十
月
三
十
日
、
小
真
木
鉱
山
に
勤
務
す
る

(
三
菱

『
社
誌

」
第

十
六
巻
二
五
四
頁
)。

②

「佐
与
人
民

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
、

ほ
ぼ
同
文
の
「
証
」
が

「
鮭
田

人
民

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
中
に
も
存
る
。
但
し
、
宛
先
は
明
治
二
十
二

年
の
町
村
合
併
に
よ
り
頴
田
村
大
字
佐
与
、
笠
松
村
大
字
鯰
田

と
な

っ

て
い
る
。

③

「佐
与
人
民

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」

④

「
加
藤
氏
宛
照
合
按
」

(
「同
右
」
)

⑤

一
月
九
日
麻
生
太
吉
宛
書
状

(
「
同
右
」
)

⑧

明
治
二
十
四
年
二
月
十
八
日
麻
生
太
吉
宛
書
状

(
「
鯰
田
坑
山
売
却

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
)

①

「
受
領
之
証
」

(
「
佐
与
人
民
二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
)。

「
受
取
証
」

(
「
聡
田
人
民

二
関
ス
ル
事
蹟
留
」
)

5
以
上
要
約
す
る
と
、
①
麻
生
鯰

田
炭
坑
の
開
坑
に
お
い
て
も
村
承
諾
が
必
要

で
あ
っ
π
が
、
地
補
金
は
個
々
の
地
主
に
対
す
る
も
の
と
村
方
に
対
す
る
も
の

が
あ

っ
た
。
②
前
者
の
場
合
は
借
地
料
も

し
く
は
鉱
害
賠
償
で
あ

っ
た
の
に
対

し
、
後
者
は
開
坑

「
承
諾
料
」
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
両
方
と
も
斤
先
金

で

支
払
わ
れ
π
。
③
加
藤
敬
介

へ
の
借
区
譲
渡
日
三
菱
の
筑
豊
進
出
に
お
い
て
、

村
方
に
対
す
る
地
補
金

に
関
し
紛
糾
が
生
じ
た
が
、
結
局
三
菱
側
の
意
向
通
り
、

地
主
に
対
す
る
も
の
と
同
様
に
僅
少
の

一
時
金
に
よ

っ
て
打
切
ら
れ
た
の
で
あ

る
・
っ



麻
生
鯰
田
炭
坑
の
地
補
金
は
譲
渡
直
前
に

一
万
斤
に
付
七
四
銭
七
厘
五
毛

(
佐
与
村
益
を

一
万
斤
に
付
二
〇
銭
と

し

て
計

算

し
て
お
く
と
)
に
達

し
て

い
π
。

こ
れ
が
経
費
に
占
め
る
割
合
を
精
確
に
計
算
す
る
こ
と
は
で
き
ず
2
、

も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
高
下
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
地
補
金
は
積

入
石
炭
高
に
応
じ
π
斤
先
金
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
、
坑
主
に
と

っ
て

は
、
村
境
を
越
え
て
借
区
規
模
が
増
大
す
る
に
し
た
が
い
負
担
は
増
大
し
て
い

く
も
の
で
あ

っ
た
。

三
菱
社
が
鮎
田
炭
坑
譲
受
に
お
い
て
地
補
金

(村
益
)
を
僅
か
な

一
時
金
に

よ

っ
て
打
切

っ
π
こ
と
は
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
な
お
三
菱
社
は
鯰
田

炭
坑

と
時
を
同
じ
く
し
て
獲
得
し
π
新
入
坑
区

(
明
治
二
十
二
年
四
月
)
、
即
ち
後

の
三
菱
新
入
炭
坑
の
譲
渡
に
お
い
て
も
、
前
借
区
主
の

「
村
方
承
諾
報
酬
金
」

・

「
承
諾
金
及
永
年
村
益
金
」
、
村
方

「
損
害
料
」
等
を

一
時
金
で
打
切

っ
て

い
る
濁
。
筑
豊
に
お
い
て
は
鉱
業
条
例
施
行
前
に
既
に
三
菱
の
直
接
進
出
に
よ

っ
て
、
地
主
の
坑
主
に
対
す
る
優
越
的
地
位
は
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
推
測
を

π
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
明
治
十
七
年
頃

に
始
ま

っ
た
鉱
業
条
例
制
定
作
業
の
推

移
を
見
計

っ
て
、
三
菱
社
は
筑
豊
に
進
出
し
π
と
い
う
面
も
あ

っ
π
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

註D

明
治
二
十
八
年
に
は

一
時
金
に
よ
り
村
方
に
対
す
る
鉱
害
賠
償
も
打
切

ら
れ
た

(石
村
善
助
前
掲
書

四
七
九
～
八
〇
頁
)
。

②

次
に
示
す

「
鯰
田
山
凡
積
」

(
明
治
廿
二
年
分

「
必
要
来
状
」
)
に
よ

っ
て
推
測
は
可
能
で
あ
る
。

コ

金

五
厘

仕
操

一
切

一
金

壱
銭
五
厘

掘
賃

一
金

弐
厘

勘
場
頭
料
四
人
分

⑧

一
金

一
金

一
金

一
金

一
金

一
金

一
金

七
厘

〆
弐
拾
四
厘

六
厘

五
厘

三
厘

三
銭
四
厘

三
厘
五
毛

壱
厘
五
毛

〆
八
拾
弐
厘

若
松
売

壱
拾
弐
円

村
益
三
口

水
受
負

出
シ
賃

舟
積
入
賃

・
勘
場
弐
人

運
賃

若
松
手
数
料

借
区
税
井

二
地
税
雑
費

残

而
三
円
八
拾
銭

益

徳

」

右

は
百

斤

当

り

と

一
万

斤

当

り

金

額

を

混

書

し

て

い
る

が

、

こ

れ

に

よ

る

と

村

益

三

口

の

経

費

に
占

め

る

割

合

は

八

・
五

%

強

と

な

る
。

三

菱

『
社

誌

』

第

一
六

巻

後
記

史
料
利
用
に
お
い
て
麻
生
家
と
麻
生
病
院
事
務
長
深
町
純
亮
氏
の
お
世

話
に
な
り
、
ま
た
今
野
孝
氏
に
は
種
々
の
御
教
示
を
受
け
た
。
厚
く
感
謝
の

意
を
表
す
る
。

卜↓


